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「人権啓発」の展開に関す る一考察

一制度化過程 と学習内容の変遷に注 目して一

松 波 め ぐみ

【要旨】

本稿の 目的は人権啓発の制度化 の過程 を明 らかに して示唆を得 ることであ り、1～IH期 に分けて考察 した。(1)
'1965年 被差別

マイノリテ ィによる政策要求 を背景 に 「同和対 策審議会答申」 が出され、同和対策事業が開始 した。

答申は 「実態的差別 と心理的差別」 とい う概念 を用いていたが、徐 々に後者が強調 され 「啓発」が広 く実施 される

ようになる。(H)1984年 の 「地域改善審議会意見具 申」が啓発 の制度化 を決定づ けたが、啓発の学習効果 は常 に疑

問視 されて きた。(皿)1995年 か らの 「人権教育のための国連10年 」の開始、および同和対 策の時限立法の期限切れ

を前 に1996年 に最後の 「意見具 申」が出 され、同和問題の教育 ・啓発の蓄積を生か しつつ人権問題 として普遍化 し

てゆ く方向が示 された。 こうした国内外の動向を受 けて2000年 に 「人権教育 ・啓発推進法」が成立する。

学習内容 としては、同和問題 の知識 を注入 しようと した1期 、学習方法や効果の模索が続 いたH期 、扱 いうるマ

イノ リテ ィ問題が広が り参加型学習が興隆 した皿期 とい う特徴がみ られた。 この結果 をふ まえて最後に、啓発の制

度化 の意義 と限界 を考察 し、また 「実態的差別」 について再考す る必要性等 について提起 した。

1.問 題 設 定

本 稿 は、成 人 に人 権学 習 を提供 す る機 会で あ る 「人権 啓発 」(用 語 につ い ては後 述)が どの よ うな過程 で

生成 され、制 度 化 した のか を概観 す る こ とを通 して 、「人 権啓 発」の あ り方 につ い て考察 す る こ とを 目的 と

す る。

2000年12月 、「人権教 育 及 び人権 啓発 の推 進 に関 す る法律 」(以 下 「人権教 育 ・啓発 推 進法 」)と す る)が

成立 した。1990年 代 以降 、国 際社 会 にお いて 「人権 教 育」(成 人対 象 の教 育 ・研 修 を含 む)の 重 要性 が認 識

され、急 速 な広 が りを見 せ てい る中 で も、「人権教 育 ・啓発 」 に関 わ る施 策の推 進 を 「国の 責務 」 とす る法

律 を もつ 国 はそ う多 くない(阿 久 澤2003)』 しか し、この 法が 活用 されて さま ざまな教育 機 会 にお いて人 権

啓発 が盛 んに行 われ てい るか 、そ れが 学 習者 のエ ンパ ワメ ン トや偏 見 の解消 につ なが って い るか とい う と、

答 え は「否」と言 わ ざる をえ ない 。現在 行 われ て いる 人権啓 発 に は、既 に さ ま ざまな批判 が な され てい る。

と りわ け、差 別 や排 除 を うむ社 会構造 や価 値 観 を問題 に しな い 「個 人化 、 心理 主義 化」 の傾 向 や、 すべ て

を個 人 の「心 が け」の 問題 と して捉 え る傾 向が もつ 問題 点が 指摘 されて きた(阿 久 澤1997、2006、 川 村2006、

上杉2007)ω 。「人権 週 間」等 に行 わ れ る 自治体 や 民 間組織 に よる行 事 は、 動員 や有 名 人 を呼ぶ ことに よっ

て辛 う じて成 り立つ もの が珍 しくな い。「人権 教育 ・啓 発」が法 とい うか たちで 制度 化 され てい て も、そ の

存在 じたい大 多 数の市 民 に知 られて お らず 、 さま ざまな マ イノ リテ ィの人 権伸 長の 取 り組 み に も使 われ て

い ない現 状が あ る(人 権 の法 制度 を提 言 す る市民 会議2006)。 で は 「人権 教育 ・啓 発推 進 法」は もと もとマ

イノ リテ ィの人 々や その運 動 とは無 縁 め ところで 、政府 自 らの手 で、つ ま り 「上か ら」 つ くられた もの な

のか とい う と、 そ うで はない(3節 で 記述)。 に もか かわ らず 、意味 の あ る啓発 が行 わ れて い ない と思 わ れ

る現状 を どう考 えた らよいの か 、 とい う疑 問 が本稿 の 出発 点 にあ る。

この疑 問へ の答 えは容易 に見つ か る もので は ないが 、「制度 化」が どの よ うな経過 で な された のか を見 て

い くこ とか ら何 らか の示唆 が 得 られ るの で はな いか と考 えた。「啓 発」の現 状 は、制 度化 の 過程 や、 そ こで

取 りこぼ されて きた もの と無縁 では ない と思 わ れる か らだ。本 稿 では 、2節 で研 究 方法 等 を示 した上で 、

3節 で は時期 区 分 を行 った上 で 、 日本 社 会特 有 の 「啓発 」 が どの ように 出現 し、制 度化 された のか につ い

て 、公式 文書 や 当時 の文献 か ら見 て ゆ く。4節 で は何 点 か考察 を行 い 、最 後 に今後 の課 題 を示 す こ とにす

る。
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2.研 究方法 と先行研究

2-1「 人権啓発」 という用語について

まず 「人権 教育 」「人権啓 発」 とい う用 語 につ いて最 低 限の 整理 を行 ってお く。 国際社 会 、 た とえば国 連

にお ける人 権教 育(HumanRightsEducation)と い う概 念 は、 その対 象 を子 どもに限 っ てい ない。 日本 の

行政 ・教 育 関係 者 に もたび た び参 照 され る 「人権 教 育の ため の国 連10年 」(1995～2004)の 文書 は 「あ らゆ

る発 達段 階 の人 々 、あ らゆ る社 会層 の人 々が 、他 の 人々 の尊厳 につい て学 び また その尊 厳 をあ らゆる社 会

で確 立す るため の方 法 と手段 につ い て学 ぶ ため の生涯 にわ たる総 合的 な過程 」 が 人権教 育 であ る と して い

る。 これ に対 して 日本 で一般 に 「人権 教 育」 とい えば学校 教育 を指 し、「人権 啓発」 は主 に 自治体 等 が行 う

講座 等 の イベ ン ト、職員 研修 な どを指 す と考 え られ てい るの で はない か。 つ ま り対 象年 齢層 に よる区別 で

あ る。

ところが 「人権教 育 ・啓発 推 進法 」(2000年)の 定義 に よる と、人権 教育 とは 「基本 的 人権尊 重 の精神 が

正 し く身 に付 くよ う、学 校教 育 及 び社 会教育 にお いて行 わ れ る教 育活 動」で あ り、年齢 とは無 関係 で ある。

他方 、 人権啓 発 とは 「広 く国民 の 問に 、人権 尊重 思想 の 普及 高揚 を図 る こ とを 目的 に行 われ る研 修 ・情 報

提供 ・広 報 活動 等 であ り、 人権教 育 を除 く」 もので あ る とい う。 つ ま り、公 的機 関主催 で あ れ市 民 活動 で

あ れ、従 来 の 「社 会教育 」 の枠 内で 行 われ る人権iの学 習 は 、法律 上 「人権 教育 」 にあ た る。 それ では現 行

法 でい う ところの 「人権 啓発 」 は何 を指 す か とい うと、た とえば 「人権作 文 」 の募集 と発 表 、「人権 週 間」

の キ ャ ンペ ー ン、 「人権 啓発 フェス テ ィバ ル」 開催 、 「人 権 の花活 動」 等 の事 業 だ とい う(法 務 省 ・文部 科

学 省編2002,2003,2007)。 筆者 の関 心 は この よ うなキ ャ ンペ ー ン的 な もの よ りも、広 義 の社 会教 育 にお け

る人権 学習 にあ るため 、本 稿 で「人 権啓 発」とい う用 語 を使 うこ とにた め らい を覚 えた。 しか しお そ ら く、

この法 的定 義 は所 轄官 庁 に基づ く便 宜 的 な もので ある と思 われ る ②。

本稿 で は 「人権 啓発」(「 社会啓 発」 「同和啓 発」あ るい は単 に 「啓 発」 と呼 ば れ た時 期 もあ る ため 、一貫

性 を もたせ たい場 合 は 「啓 発」 と記述 す る)と い う用語 を用 いるが 、 これ は現在 の法 的 定義 に即 した もの

で はな く、 「成 人対 象 の人 権教 育(学 習、研 修)」 とい う意味 で使 う。 したが って現在 の 法の 定義 で は 「人

権 教 育」 に含 まれ る もの だ。 後述 す る よ うに、本稿 で あ えて 「啓発」 とい う語 を用 い るの は、歴 史的 に社

会教 育 にお いて行 われ る人権 課題 の学 習 を 「啓 発」 と呼 んで きた こ とに呼応 す る もの であ る。 なお 、た と

え ば 「社 会 同和教 育」 な ど と呼 ばれ た もの につい て も、意 味 内容 的 に 「啓発 」 と重 な る もの は考 察 の対 象

に入 れ る。

2-2検 討範囲

本稿 で 歴 史の検 討 を行 う対 象 を定 め る。 現在 に奎 る まで に、人権 に関わ る学 習 は各地 で さまざ まな担 い

手 に よって行 わ れ て きたが 、 どの よ うな教 育 ・学 習活 動 まで を捉 えて 「人権 教 育 ・啓発 」 と呼ぶ か は一義

的 に決 め られ る もの で はな い。 た とえ ば女 性 問題 や障 害者 問題 につい ての教 育 ・学 習が 「人権教 育(学 習)」

で はな い とす る理 由は全 くない か らだ。 しか し特 定 の学習 機 会提供 が 「(人権)啓 発 」とい う名 の もとに行

政 に位置 づ け られ てい った経 緯 に注 目す る と、範 囲 は限定 されて くる。婁 際 の ところ 、「啓発 」とい う名 称

が公 的 に位 置 づ け られ たの は、 同和(部 落)問 題 解 決 をめ ざす流 れ の中 で 「同和行 政」 「同和 教育 」が制 度

化 され た こ とと深 い 関 わ りが あ る③。 何 らか の 「人権 問題 」 につ いて市 民 が学 習す る こ とを国 ・行政 の 責

任 とす る動 きをつ くりだ した とい う点 で 、同和 行 政、 同和 教育 の流 れ の中 で の 「啓発 」 が歴 史上 で果 た し

た役 割 は非常 に大 きい ため 、 この流 れ を中心 に 「啓発 」 の形成 過程 を見て い くこ とにす る。

日本 にお いて 、マ イノ リテ ィ問題 を学 ぶ 「啓発 」が 制度 化 され てい く端緒 を開 いた のは 、同和 問題 の解

決 をめ ざす流 れ の 中で1965年 に出 され た 「同和対 策 審議 会答 申」(以 下 で は 「同対 審答 申」あ る いは 「答 申」

とす る)で あ る とみて異 論 は ない だろ う。 この 「同対 審答 申」 は、被差 別 マ イ ノ リテ ィの 当事者 運動 の 要
r
求 を背景 に成 立 し、環 境改 善 を含 め た諸施 策 が は じめ られ る 出発点 とな った もので あ り、「啓 発」とい う言

葉が 差別 問題 解 決 との関 わ りで用 い られ た最 初の 文書 であ った と され る。

本 稿3節 では 、 この 「同対 審答 申」 を起 点 と し、「教 育 ・啓発 」の制 度化 の一 定 の完成 をみ る2000年 まで
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の35年 間 を検 討 対象 とす る。

2-3先 行研究と研究方法

「啓 発」 お よび内 容 的 にそれ に該 当す る教 育実 践 につ い ての歴 史的 ・社 会 的研 究 は全 体 と して少 な い上

に、通 史 にあ た る もの は ほ とん どない。 そ れは おそ ら く 「啓発 」 の正 式名 称や 意味 づ けが 時代 に よ って変

遷 した こ とや 、社 会運 動や その 周辺 と関わ りを もつ営 み で あ った こ とと関係 してい よ う。 入手 で きた文 献

の多 くは 、「啓発 」を実 践す る行 政の 担 当者 や教 員、 部落 解放 運動 関係 者 に向 け て書か れ たハ ウ ツー的 な も

のか 、「現状 の 解説」にあ たる もので あ る。研 究書 で は 、古 くは 、社会 教育 にお ける同和 教 育 につ いて述 べ

た津 高 乳村 上編(1981)、 山本(1983)、 「啓 発」の問 題点 を指摘 した江 嶋編(1985)、 九 州 の一地 域 に定点 を

据 えて 「社 会 『同和』教 育」論 を展 開 した森 山(1995)、 日本 社 会教育 学 会 にお ける数 少 ない成 果 であ る上

杉 ・黒 澤編(1999)、 国 際 人権 の視点 か ら 「教育 ・啓 発」に提 言 す る阿久 澤(1997、2003、2006)、 部 落 問題

に関 わ る比 較 的新 しい もので伊 藤(2003)、 啓 発 の方 法 につ いて論 じた もの に渡邊(2007)、 上杉(2007)な

どが あ る。 しか しこれ らの研 究 で も1960年 代 か ら2000年 までの流 れ を把握 で きる もの は ほ とん ど見 られな

いo

本研 究 は 、「啓発 」関連 に限 らず 、同和(人 権)教 育 、 同和(人 権)行 政 につ いて の書籍 、 関連す る法 律

や公 的文書 を含め 、収 集 しえた文献 を資料 と して 、「人権 啓発 」の制 度化 の過程 を素描 す る。特 定 の運動 体

やそ の関係 者 に よる記 述 に は、た とえ意図せ ず と も 「バ イアス」 が かか る こ とが あ るため 、批 判 的 に読 み

つつ事 実 を把握 す る こ とに注意 した。 基本 的 に文献研 究 で ある が、筆 者 が1993年 よ り国際 人権NGOの 会

員活 動 に参加 す る中 で、 あ るい は同和 行政 の一 環 と して設 立 され た 「T市 人権 ま ちづ く りセ ンター」(旧

「T解 放 会館」)に お い て2005年4月 よ り 「啓発 担 当者」 と して働 く中で 得 た経験 も参 照 して い る。

3.啓 発の制度化の過程

本節 で は、啓 発 の制 度化 が どの よ うな背景 の もとで、 あ るい は どの よ うな働 きか けに よって進 展 したの

か を見て ゆ く。 そ の際 、国 や行 政が 「啓 発」 を行 う論 理 が どの よ うに構築 された か、 また折 々に 「学 ぶべ

きもの」 とされ た学 習 内容 や実 際 どうであ っ たのか につ い て も文 献 か ら概 観 す る。

時期 区分 と して、人 権啓 発 の 「制 度化 」 の節 目とな った事 象 に よって1期 ～m期 に分 ける。 まず1965年

の 「同対審 答 申」 まで の前 史が あ り、 「答 申」 が 出 てか ら、 「啓 発 」が 公式 に位 置 づ け られ た1984年 の地域

改善対 策協 議 会(地 対協)「 意 見具 申」 までの時 期 を1期 とす る。そ れ以 降 、「人権 教 育の ため の国 連10年 」

開始 の1995年 まで をH期 とす る。最 後 に、 「人権 教育 ・啓 発推 進法 」 制定 の2000年 まで をIn期 とす る。

この よ うに3期 に分 け る理 由 を3点 挙 げ る。 まず 「啓発 」 の制 度化 が最 初 か ら計 画 され てい た もの では

な く、各時 期 の国 内外 の状 勢 に よって変 化 して い った こ とを示す た めで あ る。次 に、 各期 に制 度化 の メル

クマ ー ル となっ た公 式 文書 が存 在 し、 それ が実 際 に啓発 の実 施状 況 に ど う影響 したか を検 討す る ため だ。

最後 に、啓 発 で どの よ うな内容 を学 ぶべ き とされ たの かの変 遷 を見 る ためで あ る。

以 下で は、 まず前 史 を述 べ た後 、各期 につい て述べ る こ とにす る。

3rl前 史 「行政 ・国の責任」 という論理の成立へ(～1965年)

「人権教 育 ・啓発 」 の制 度化 の前 提 となる被 差別 マ イ ノ リテ ィに対 す る諸施 策 は、 為政 者が 率先 して行

った もの で はな い。1965年 の 「同和 対 策審議 会 答 申」 は、 マ イ ノリテ ィ 自身 が政 策 を求め る運 動 があ って

こそ 成立 した。 その経 緯 を概観 す る。

戦 後、 「部落 解放 」 を掲 げ る当事 者運動(4)に おい て、 「教育 、啓 発」 は当初 か ら重要 課題 で あ ったわ けで

は なか った こ とに注 目 したい。 厳 しい差 別 と社 会的排 除の結 果 、劣悪 な生 活環 境 に おかれ てい た被 差 別部

落 におい て 、「全国 水平 社」以 来 の部 落解放 運 動 が再生 した。 この運動 は 、1951年 の京都 におけ る 「オー ル

ロマ ンス事 件」 を契 機 に、行政 に対 して施 策の 実施 を求め てい く。被 差 別部 落が 低位 な生 活実 態 にあ るの

は、 それ を放置 して きた行 政 に責任 が あ る との 論理 が形 成 され 、定着 して いっ た。行 政施 策 を求 め る運 動

は全 国 に拡 大 したが 、 この時点 で は 「部落 問題 を外 の 人 に どう理解 させ る か」(狭 義 の 「啓発 」)は 最 優先
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事 項 にな りえず 、生 存 権 さ え脅 か され る よ うな生活実 態 か らの脱 却が まず 求 め られ た。 ち ょう どこの 頃、

同和 教 育運 動 も、部 落 の子 どもた ちの 「長 欠」「不就 学」の背景 に部 落差別 が あ るこ と を認 識 した教 師 らに

よっ て始 め られ、1953年 、 「全 国同和 教育 研究 協議 会(全 同教)」 が結 成 され てい る。 つ ま りこ こで も 「差

別 意識 」 云 々 よ りも子 ど もの不 就学 とい う実 態 の解 消が急 が れ てい た。

行 政 施策 を求 め る動 きは「国策 」樹 立 の要 求 に発 展 す る。当 時 、部落 解放 運動 は、研 究者 の協 力 も得 て、

史実 か ら見 て も部 落 問題 解 決 の責 任 は 第一 義 的 に国 家 にあ る とす る論 理 を構 築 して い た。 こう した 中で

1960年 、 内閣総 理大 臣の諮 問機 関で あ る同和 対 策審議 会 が設 置 され た。 この審 議 会 には複 数の 「民 間運 動

団体 」の代 表者 も入 り、活 発 に意 見が交 わ された(磯 村1985)。 被 差別 部落 の実 態 を明 らか にす る社 会調査

も大が か りに実 施 され 、施 策 を行 う根拠 が準 備 され てい く。 審議 会 の過程 で 、被 差別 部落 の実情 を知 らな

い官僚 や研 究者 に施 策 の必 要性 を了 解 させ るた めの努 力 が な され、実現 可 能 な施策 が検 討 され た結 果、1965

年 、 同対審 答 申の提 出 に至 る。 つ ま り、マ イ ノ リテ ィ自身の施 策 要求 が説 得力 を もち うる条件 が整 っ た と

ころ で、 その後35年 間続 くこ とになる 「同和対 策 事業」の根 拠法 が 成立 した。 だが この時 点 では 、「教育 ・

啓発 」 は まだ重 点課 題 で は なか った の であ る。

次 か らは、各 期 につ いて 三点 「制 度化 の骨 格」 とな った公 式文 書 、啓 発 をめ ぐる状 況、 そ して学 ば

れるべ き とされ た 「内 容」 ・につ い てそ れぞ れ見 て ゆ く。

3-21期 「啓 発 」 の 生 成 と拡 大(1965年 ～1983年)'

制 度化 の骨 格:同 対 審 答 申

1965年 の 「同和 対 策審議 会 答 申」は 、そ の後 の同 和行 政(人 権施 策)、 同和 教 育(人 権教 育 ・啓発)に お

いて繰 り返 し参 照 され 、部 落解放 運 動 の側 も諸 要求 の根拠 とした重要 な文 書 であ る。

「答 申」 の 中で用 い られ 、 その後 もよ く言 及 され る 「実態 的差 別 と心理 的差 別」 とい う概 念 が ある。 こ

れは つ ま り被差 別部 落 の生 活環 境や 就労 実態 が劣 位 に ある こ と 自体が 「差 別」で あ り(実 態 的差 別)、 それ

が一般 地 区住民 の偏 見 や忌 避意 識(心 理 的差 別)を 強 化 して いる とい う論理 で あ る。 こん にち単 に 「差 別」

とい うと、個 人 の差別 的言 動 を想起 させ る後者(心 理 的差 別)を 指 す こ とが ほ とん どで あ ろ う。 しか し前

者 の 「実態 的差 別」 とい う概念 は、社 会 ・政治 の側 が被 差別 部落 に対 して不 当 な扱 い を して きた責 任 があ

る とい う含意 を もっ てい た。 そ して、 実態 的差 別 を解消 す る こ とな しには後 者 「心理 的差 別」 をな くす こ

とはで きな い とい う論 理 が説得 力 を もち、 前者 「実 態 的差 別」 解消 の ため の環境 改善 事業 が行 われ る根拠

となった。 そ こ には 、実態 的差 別 の解消 が 進め ば差 別意 識 も解消 してい く とい う、楽 観 的 な見 通 しが あ っ

た と もい え るだ ろ う。

「同対 審答 申」 の大 きな特徴 は、同和 問 題 を 「憲 法 に よって保 障 された基 本 的人権 にかか わ る課題 」 と

して規 定 した上 で 、 その解 決 は 「国の責 務」 で あ る こと を認 め 、 また同 時 に 「国民的 課題 」 と した こ とで

あ る。 また 、「答 申」 は、 「同和 問題 の解 決 に当 た って教 育政 策 は、 人 間形 成 に主 要 な役割 を果 た す もの と

して特 に重 要視 され なけ れ ばな らない。(略)特 に直 接 関係 の ない地 方 におい て も啓 蒙的教 育 が積 極的 に行

われ なけ れ ばな らない 。」(同 和 対 策協議 室1965)と 述べ でい る。 ただ し 「啓発 」 を独 自事 業 と して定 め て

はお らず 、答 申 に基づ き4年 後 の1969年 か ら実 施 され た 「同和 対 策特 別措 置法 」(特 措法)で も啓 発 につ い

て明確 に は規定 され てい なか った。

啓 発 をめ ぐる状 況:位 置づ けの 拡大 、 時限 立法 延長 の根拠

社会 教育 の 中で の同 和教 育 は、一 部 の地域 で先 進 的 に行 われ てい た ものの 、1970年 代 半 ば まで は相 当な

ば らつ きが あ っ た(津 高 ・村上1981、 森 山1995)。 特 措 法の 施行 後 しば ら くは環境 改 善事 業 に よるr格 差

是 正」、答 申の 言葉 で い う と 「実 態 的差 別の 解消 」 に主眼 が置 か れ てい たの であ る。

同和対 策 予算 が増 え る中 で、施 策 と して の 「啓 発事 業」 も拡 大 してゆ く。 それ は一 つ には、事 業 に よっ

て同和 地区 の様 相が 目にみ えて 変化 す る中 で、周 辺地 区 の住民 か らの反発 とい った事 象が み られ(「ね たみ

差 別」と名づ け られ る)、同和 対 策事 業そ の ものへ の住 民 の理解 を促 す こ とが求 め られ た とい う面が あ った。

また劣悪 な環境 が一 定改 善 され てい くにつれ て 、「心 理的 差別」にあ た る現 象が クロ ーズ ア ップ された とも

い え る。
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特 に1975年 に発覚 した 「部 落 地名 総鑑 事件 」 は企業 等 が雇 用 にお いて露 骨 に差別 を行 ってい る実 態 を示

す もので あ り、 啓発 の必 然性 が(行 政 を含 む)事 業所 や市 民 に 了解 され てい く一 つの 契機 とな った。

こ う した中、 特措 法(1969年 ～)は 十 年 間の時 限立 法 で あっ たが 、部落 解放 同盟 は差 別 の残 存 を根 拠 に

事業 継続 の必 要性 を主張 し、同和 対 策協議 会 は これ を受 け入 れ て1978年 、国会 にお い て3年 間 の延 長が 決

定 され る。 この 時 にな され た付 帯 決:議の 一つ に 、同和 問題 へ の国民 の 理解 を促 す ため の「啓 発 活動 の充実 」

が初 め て明記 され た。 さ らに3年 後 、1981年 、 「特 措法 」 の事 実上 の延 長で ある、 「地域 改 善対策 特 別措置

法.(地 対 法)」 が5年 間の時 限立 法 と して制 定 され た。81年 に出 された 「意 見具 申」で は初め て 「今 後必 要

な同和対 策事 業」 の トップに 「啓発 事 業」 が挙 が ってい る。

この時 期 、同和 対 策事 業 の規模 は拡 張 を続 け てい たが 、そ の 中で 「啓発 」事 業の 占 め る位 置 が徐 々 に増

大 して い った。 その流 れ を決 定づ け たの が、次 項 で見 る1984年 の 「意 見具 申」 であ る。

啓発 の 内容

この時 期 に 目指 された の は、 同和 問題 を行 政(1975年 以 降 は企業 も)関 係者 や周 辺地 域住 民 に理解 させ

る こ とで あ った。研 修 会 な い し懇話 会 は 、外部 か ら有 識者 を呼 ぶ こ とが 中心で あ り、行 政職 員 自らが講 師

をつ とめ る こ と もあ った。 学 ぶべ き とされ た内容 は 「被差 別部 落 の歴 史、 お よび同和 問題 の現状 」 が主 で

あ り、教材 も少 しずつ 整備 され てい った。 学ぶ べ き内 容 の指針 は同対 審答 申で あ るが 、中 には 、「答 申」そ

の ものが 使用 テ キス トとい う例 も見 られ た よ うであ る。被 差別 部 落の 歴史 につ い ては 、後 に訂正 された 「近

世政 治起 源説」 が教 え られ 、そ こで は差別 的 な制 度 をつ くった為政 者 の責 任が 強調 された 。「水 平社 宣言 」

につ いて は 当初 か ら学 習 内容 に よ く取 り入れ られ た。 一方 、「同和 問題 の現状 」につ い ては具 体 的 な差 別事

件 を取 り上 げ られる こ とが 多 か った よ うであ る。

啓発 につ いて理論 化 は十 分 な され てお らず、 「運動 の論 理」 が前 に出 て い た時期 であ っ た ため 、聞 き手

(学習 者)の 側 の受 け取 り方 へ の考慮 が 乏 しい 「知 識注 入」 型 の啓発 が 多か った よ うだ。(部 落解 放研 究所

1983、 八木1982)。 啓 発 が早 くか ら展 開 された地 域 では 、「啓発 の形 骸 化」は80年 は じめ に は既 に指摘 され

は じめて いた(小 森1983)。

3-3皿 期 「啓 発 」 の 主 流 化 一84年 「意 見 具 申」 と 国際 的 潮 流 一(1984年 ～1994年)

制 度化 の骨 格:1984年 「意 見具 申」

「啓 発」 に初 め て明確 な公的位 置 づ け を与 えたの が 、1984年 に地域 改 善対 策協 議会(地 対協)が 出 した

意 見具 申 「今後 にお ける啓発 活動 の あ り方 につ い て」 であ る。 そ こで は以下 の よ うに述べ られて い る。

環境改善施策の進展に伴い当初予期 しなかった問題が生じているほか、差別事象の発生が跡を絶っ

ていないことなど心理的な面にかかわる分野に問題が残されていることが指摘できる。それは、この

問題が国民的課題であるといわれながら、国民の問にその意識が容易に定着しないことを物語るもの

であり、同和問題の解決のためには啓発活動の充実が重要であるといわれるゆえんでもある。(地域改

善対策審議会1984)

つ ま り同対 審答 申で い う ところの 「心理 的差 別 」が 緊急 の課 題 と して強 調 され 、そ の解消 をは かる こ と

に施 策 の重 点が 移動 してい る こ とが わ かる。 実態 的差 別 は解 消 に向 かいつ つ あ るが、心 理 的差 別 の点 では

「国民」 の 意識 に問 題が残 され てい る ため 、啓発 が重 要 であ る とい う論理 が形 成 され 、啓発 が広 く展 開 さ

れ てい く根拠 とな った。

この 「啓発 重視 」 の傾 向 はその 後 も続 き、地対 法 の期 限切 れ に伴 って1987年 に事 実上 の延 長 で ある 「地

対財特 法(地 域改 善 対策 特定 事業 にかか る国 の財 政上 の特 別措 置 に関す る法律)」 が発効 す る。 そ の前年 に

出 され た86年 の 「意 見具 申」 は従 来 の 「啓 発」 の あ り方 の問題 点 を指摘 しなが ら、そ の重 要性 は認 め てい

た(地 域 改善 対策 審議 会1986)。 ・

さ らにそ の5年 後 の公式 文書 で も傾 向 は変 わ らな い。1991年 に出 され た「今 後の 地域 改善 対 策 につい て」

(意見 具 申)は 、環境改 善 は もちろ んの こ と、「心 理的 差別 」 の解 消 も進 んで いる と しなが らも、今 後の重
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点課題として 「就労対策、産業の振興、教育、啓発等非物的な事業」が挙げられ、「心理的差別と啓発及び

教育」については詳細に述べられている(地 域改善対策審議会1991)。

啓 発 をめ ぐる状況:定 着 、形骸 化 へ の批判 、 国際 化の 萌芽

この 丑期 の特 徴 を3点 挙 げる とす る と、啓発 の 定着 、内 容 の形骸 化へ の批 判(効 果 の 疑 問視)、 国 際的 な

潮 流 との出 会い であ ろ う。

1984年 に 「啓発 」 につ い て特 化 した政府 文書 が発 行 された こ とで、啓 発 の制 度化 は定 着 をみ た。 それ を

受 けて 、1987年 に総務 庁所 管 の 「財団 法 人 地域 改善 啓発 セ ンター」 が設 立 され る。 この セ ン ターは全 国

の同和 行 政担 当職 員 を多数 集 め た研 修 を担 当す る拠点 とな った。 また 中央 だ けで な く自治体 レベ ルで も、

「啓 発 シ フ ト」 と呼 ば れ る政 策転 換 が進 み 、各 地 に地域 啓発 セ ン ターが 作 られ る こ とに もな った(元 木

1995)。

一 方
、H期 は啓 発へ の批 判 が非 常 に高 ま った時 期で もあ った。80年 前 後 か ら既 に、現 場 で は 「内容 の形

骸 化 、 マ ンネ リ化 」 「割 り当 て動 員で 参加 す る ため、 『またか』 意識 が 蔓延 してい る」 とい った実 態 が報告

され て いた 。 さ らに市 民 意識 調査 の結 果 、啓発 を受 け た市 民 がか え って同 和問 題へ の忌 避 意識 を強 め てい

る とい う指摘 もあ り、啓発 が必 ず しも問題 解 決へ の積 極的 態度 を形成 しえて いな い こ とが判 明 した。 この

あ た りの指摘 や分 析 は多 くの論 者 が行 ってい る く八 木1982、 小 森1983、 江 嶋編1985、 加 藤1988)。1986年

の 「意見 具 申」 もそ う した状 況へ の批 判 を含 む もの であ っ た。

こ う した 中、 部落 解放 同盟 側 は 「啓 発」 へ の批 判 に応 え て、啓 発の 実施 方法 の改 善 を提 案す る 「部落 解

放 ・人権 啓発 基本 方 針」を策 定 したが(部 落解放 ・人権 啓発 基本 方 向作 成委 員会1988)、 これ は各地 の 自治

体や 企業 の啓 発担 当 者 に よって広 く使 用 され た(元 木1995)。 そ の事実 か らは、当 時の 多 くの 自治体 にお け

る啓 発 が 「部 落 解放 同盟 の進 め る運動 の意 向 に沿 う」 とい う性 格 も もってい た こ とが 窺 われ る。

この 時期 の啓発 をめ ぐる状 況 で も う一 点 の特徴 は 、啓発 に関す る議 論 の際 に国 際的 潮流 が参 照 され は じ

め た こ とで あ る。80年 代 は 、国 際人 権条 約へ の 日本 政府 の批 准 に関 わ る動 きが活発 化 した時期 で あ り、法

学者 や 国際 人権NGOが 手 を組 み、 国際 人権 の仕 組 みが 日本 国 内の法 制度 を変 え うる こ とを発 信 しは じめ

ていた 。部 落解 放運 動 か ら もこ う した潮 流 に呼応 す る動 きがあ り、90年 代 前半 の 部落 解放 同盟 の 側の 文書

には、「世界 人権 宣言 や 国際 人権 規約 な どの文 書 を今 後 の啓発 の根 拠 に位 置づ け てい く」必 要性 が 強調 され

る ように な った。80年 代 末 頃か ら啓発 の議 論 におい て 「人権」 とい う語 の使用 が 増 え、 同和 問題 以外 のマ

イ ノ リテ ィの 人権課 題 への 言及 が増 えた(友 永1995、 部落 解放 研 究所1995)。 だが それ は 、「部落 差別 が見

えに くくな った」 と言 われ る状 況や 、時 限立 法 の終結 へ の危 機感 と表 裏 で もあ った。

啓発 の 内容

この 時期 に学 ばれ た 内容 に は、「効 果 的 な部 落 問題 学習 」の模索 が 反映 され て いる。 た とえば被 差別 部落

の歴 史 の 「悲惨 さ」 や 「現 在 も残 る差別 の厳 しさ」 を強 調す る ことが と もす れ ばマ イナ ス イメー ジの 強化

につ なが った こ とへ の 反省 を踏 まえ、部 落 の人 々の 肯定 的 な生 き方 を伝 え た り、部落 産業 な どに注 目 した

りす る動 きも出て きた 。識字 運 動の 中 で うみだ され た 「識字 作 文」 が教材 と して よ く使 われ たの もこの時

期 であ る。 現況 を学 ぶ 際 に 「市 民意 識調 査」 の結 果 が使 用 され る こ とが増 えた。 また、心 理 的差 別へ の注

目か ら、 「偏 見」 研 究の 専 門家 の意 見 を取 り入 れ よう とす る動 き もあ った。 しか し、啓 発 に対 す る批 判 や

「効 果 へ の疑 問視」 の 声が や む こ とな く90年 代 まで持 ち越 され た とこ ろを見 る と、制 度化 され たが ゆえ に

量 的 に広が った啓発 の現 場 で行 われ て いた こ とは、 多 くの場 合 、1期 と変 わる こ とはな か った こ とが窺 わ

れ る。

「国際化 」が 強調 され る中で 部落 問題 以外 の マ イ ノリテ ィ、 た とえ ば在 日外 国 人や 障害 者 に関 わ る学 習

も 「啓 発」 の名 の もとに扱 われ る事例 が 出 て くるが 、散発 的 な もの に と どま り、 内容 につ い てそ れぞ れの

学 問領 域の 知見 を十 分 に生 か した もの では なか った(総 務 庁長 官官 房地 域 改善 対策 室1986,1993、 部落解 放

研究 所1988)。
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3-4皿 期:同 和問題の普遍化、啓発の法制化へ(1995年 ～2000年)

この5年 間は変 化 が急 で あ るため 、 まず 制 度:化の流 れ をお さえてお く。

国際 的 には東西 冷 戦の 終結 と ともに各 地で 内戦 が勃発 し、「人権」を人類 の共 通基 盤 に しよ う とす る動 き

が強 化 され る中 、1994年12月 の国連 総 会 にお いて 、「人 権教 育 のた めの 国連10年 」(以下 「国連10年 」とす る)

の決 議が 採択 され る。 この 「国連10年 」 の動 向は 「人権 教 育 ・啓発 」 に新 た な根 拠 を与 え る もあ と して 、

日本 の政 府 、 自治体 を は じめ各層 に影 響 を与 え た。

お りしも国内 で は、同 対審 答 申 を起 点 とす る一連 の時 限立法 につい て最後 の 延長 が検 討 され てい た。「五

十五 年体 制 の終焉 」 と呼 ばれ る国 内政 治 の急展 開 の 中で94年 か ら 「与党 ・人権 と差 別問 題 に関す る プ ロジ

ェ ク トチ ー ム」が 発足 し、部 落解放 同盟 の側 に とっ ては懸 案 の一つ で あ った 「人権 教育 ・啓発 」 の制 度化

を求 め る好機 が訪 れ た。 こ う した中 、「国連10年 」の意 向 をふ まえ て1996年 に地対 協意 見具 申は 「人権 教 育

の一 環 と して」部落 問題 学 習 を含 む教 育 ・啓 発 を推進 す る こ とを確約 した(後 述)。 翌1997年 、「人権教 育 の

た めの 国連10年 」国 内行動 計 画が 策定 され たが 、 そ こで は同和 問題 を含 む9つ の分 野が 「人 権の 重要 課題」

が掲 げ られ てい た。 そ して同 年、1997年 、最後 の 時 限立 法 と して 「人権 擁護 施 策推 進法」 が 制定 され、98

年 に施行 され たが、 当初 か ら、「教 育 ・啓発 」につ い て は2年 以内 に恒 久 的な法 律制 定 をめ ざす こ とが明 記

されて お り、そ の とお り1999年 、 人権 擁護 推 進協議 会は 「答 申」を発 表 した。 この答 申を受 けて 、2000年 、

つ い に 「人権 教育 ・啓 発推 進 法」 が 制定 され る。

制 度化 の骨格:96年 意見 具 申、行 動 計画 、「人権教 育 ・啓 発推 進法 」

この 時期 の重 要 な文書 そ れぞ れの性 格 を見 てお きたい。

1996年 の 「同和 問題 の早 期解 決 に向 け た今後 の方 策 の基本 的 な在 り方 につい て」(意 見具 申)は 、 それ ま

で の取 り組 み を総 括 す る もの であ る と同 時 に、同和 問題 を人権 問題 と して普遍 化 しよ うとす る視 点 が明確

に示 された のが画 期 的で あ った。 まず 、 同和 問題 は過 去 の問題 で は な く、「今 後 の取 り組 み を人権 にかか わ

る あ らゆ る問題 の解 決 につ なげて い くとい う、広 が りを もった現実 の課 題」 と規定 す る。一 方 で 「依 然 と

して存在 してい る差別 意識 の解 消」 のた め に 「教 育及 び啓発 の果 たすべ き役 割 は極 め て大 き」 い とす る従

来 か らの文言 が あ るが、 他方 で以 下 の よ うな記述 が ある。

教 育及 び啓 発 の手 法 には、 法 の下 の平等 、個 入の尊 重 とい っ た普 遍 的 な視点 か らアプ ローチ して そ

れぞ れ の差別 問題 の 解決 につ な げて い く手 法 と、そ れぞ れの差 別 問題 の解 決 とい う個別 的 な視点 か ら

アプ ローチ してあ らゆ る差別 の 解消 につ な げて い く手 法 があ るが 、この両者 は対 立 す る もので は な く、

そ の両者 が あい まって人 権意 識 の高揚 が 図 られ 、様 々な差 別 問題 も解消 され てい くもの と考 え られ る。

今 後 、差別 意識 の 解消 を図 る に当 た って は、 これ まで の同和 教育 や啓 発 活動 の 中で積 み上 げ られ て

きた成果 とこれ まで の手 法へ の評 価 を踏 まえ、すべ ての 人の基 本 的 人権 を尊重 してい くた めの 人権教

育 、人権 啓発 と して発展 的 に再構 築 すべ きと考 え られ る。 そ の 中で 、同和 問題 を人権問 題 の重 要 な柱

と して捉 え、 この問 題 に固有 の経 緯等 を十分 に認 識 しつ つ、 国際 的 な潮 流 とその取 り組 み を踏 まえて

積極 的 に推進 すべ きであ る。(地 域 改 善対 策審 議 会1996)

つ ま り、個 別 問題 解決 と普 遍的 なア プ ローチ は対立 す る もので は ない こ と、そ して 同和問 題 は人権 問題

の 「重 要 な柱 」 であ る こ とが 示 され 、 これ までの 取 り組 みは有 効 に生 か しつつ 「発 展的 に再 構築 」 され る

とい うこ とが 明言 され てい た。

次 に重 要 な文書 が 、翌1997年 に出 され た、「国連10年 」の国 内行 動計 画 であ る。 こ こで は、国 際的 な動 向

の両 方 を踏 まえた上 で、 人権 教育(成 人対 象 の もの も含 む)は 「女 性 、子 ど も、高 齢者 、障 害 者、 同和 問

題 、アイ ヌの人 々、外 国 人 、HIV感 染者 等 、刑 を終 え て出所 した人 な どの重 要課題 に積極 的 に取 り組 む」

こ とと規 定 され た。 こ こで挙 げ られ たい くっ かの 課題 は 、従来 の 人権教 育 ・啓 発で は十 分 に扱 われ て こな

か った ものであ る。96年 の意 見具 申を受 け継 ぎ、同和 教育 ・啓 発 の蓄積 を生 かす こ と も織 り込 まれ てい る。

この国 内行動 計画 は、金 国各 地 の 自治体 に もそれ ぞ れの 「行動 計 画」 策定 を促 した。
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最後 に2㎜ 年 に成立 した 「人権教 育 ・啓発 推 進法 」 は、 人権教 育 ・啓 発 の 中身 にせ よ、行 う目的 にせ よ

踏み 込 んだ記 述が 一切 ない。 歴史 的経 緯 に も触 れ られ てお らず 、外 枠 だ けを定 め た もの とな ってい る。

啓 発 をめ ぐる状況:多 様 化、 参加 型学 習

この時 期 は 「人権教 育 の ための 国連10年 」 が契機 とな って 、従 来 同和 教育 や啓 発 があ ま り行 われ て こな

か った地 域 や現場 にお いて も取 り組み が 開始 され た こ とが特 徴 的 であ る。扱 い うる内容 の拡 大 とも関連 し

て、 人権 や多 文化 共生 に関 わるNGO(非 政府 組織)やNPO(非 営利 組織)の 関 与や 、行 政 とそ れ らの

連 携 も進 展 した。 部落 解 放同 盟や 同和 教育 関係 者 の中 に は、「同和(部 落)問 題学 習 」の重要 性が 相対 的 に

薄め られ 、学 習が 忌避 され るので は ない か とい う危 惧 が あっ たが 、か とい っ て もはや 、あ くまで も同和 問

題 を中心 とす べ きとい うrH期 には少 な くなか っ た 声 はあ ま り聞 か れ な くなっ た。

また 「国連10年 」開始 前後 か ら、 人権 や開発 問題 に取 り組 むNGOや そ の関係 者 が 「参 加 ・体験 型学 習」

「ワー ク シ ョップ」 と呼 ばれ る学 習方 法 を紹 介 してい た。従 来 の部 落問 題学 習 に関 して、教 え る側 の熱意

が 「教 え込み 」に陥 った り、「自由 に議 論 しに くい 空気 」を醸 成 して しまった こ とへ の反 省や 、 同和教 育 や

啓 発 の 「行 き詰 ま り」 を感 じてい た教 師 や実践 者 の問 で広 く関心 を集め 、関 西 な どの一 部の 地域 で は爆 発

的 に広 が っ た(森1997、 阿 久澤1997)。

啓 発 の内 容

もはや π期 までの よう に、全 体 の傾 向 を捉 える のが難 しい ほ ど、「啓発 」で扱 われ る内 容 は広が った。 目

立 つ特 徴 と して 、多様 な外 国 人住民 の増 加 と可視 化 を背 景 に 「多文 化共 生」 をテー マ と して掲 げ る学 習が

明 らか に増 えた。 また男女 共 同参 画の 政策 と も関連 して 「女 性 の人 権」 課題 もク ロー ズア ップされ 、 また

「子 どもの権利 条 約」 への 批准 を背 景 に、 「い じめ」 等 の子 ど もの権 利 に関 わ る問題 も取 り入れ られ る よ う

に なっ た。 そ して障害 者 問題 、高 齢者 問題 も 「身 近 なテ ーマ」 と して コ ンス タ ン トに扱 わ れて い る。そ う

した中 、同和(部 落)問 題の 学習 の比 重 が相対 的 に低 下 した のは 間違 い ないが 、従 来 か ら部 落問 題学 習 に

取 り組 んで きた実 践者 の 問で は、「参 加型 学 習で 部落 問題 を学 ぶ」とい う試み も始 まって い る。 ざ らに、「○

○ 問題」 とい う括 りで はな いか た ちで人権 につい て考 え る参加 型 の講座 や 、参 加型 学習 そ の もの につい て

の学 習機 会 も増加 した。 こ こにみ た傾 向 は、2∞0年 以 降現在 まで続 い てい る とい って よい。

以 上 、 この節 で は啓 発 が制 度化 されて い った流 れ を3期 に分 け て述べ て きたが 、あ らた めて 各期 の特徴

を整 理 して お きたい 。

「啓発 」の制 度化 は、部落 問題 の 解決 をはか る 「同対 審答 申」(1965)以 来 の施 策 の 中で進 展 した。1期

の特徴 は、 当初 は 「実 態 的差 別」 の解 消 に注 目が 向け られて いたが 、環 境改 善事 業 の進 展 とと もに 「心理

的差 別」の解消 の必 要性 が 浮上 して きた点 だ。H期 の特 徴 は、「啓 発」重 視 の方 向が 定着 した こ とと、そ の

一方 で常 に啓 発 の効果 が 疑問 視 され て きた こ とで あ ろ う。90年 代 初 頭 に は、同和 問 題 の学習 じたい が回避

され る傾 向が 出 てい た。そ の 閉塞 した状 況 を打 開す るか の よ うに、皿期 の 急展 開が あ った 。In期 の特 徴 は、

1995年 「人権教 育 の ため の国連10年 」の開始 を契機 と して 、制度 化 が一挙 に進 み 、1996年 の意 見具 申にみ ら

れ る ように 、従来 か らの 同和 教育 ・啓発 を 「人権教 育 ・啓発 」 と して再 構築 して ゆ く方 向が 出 され た こ と

であ ろ う。

啓発 で 学 ばれ るべ き中身の推 移 をみ る と、1期 では その途 中か ら 「心 理 的差別 の 解消 」 をめ ざ して同和

問題 の 「歴史 と現 状」 が学 ばれ る ように なる が、知 識注 入 とい う性 格が 強 か った。H期 は大 枠で は1期 の

内容 を引 継 ぎつつ 、被 差 別部 落や その住 民 の肯 定 的 な姿 を伝 える工 夫が な され た。 そ の後 の 皿期 は 、国際

的 な人権 の主 流化 の 中で 、扱 われ る 「人権 の重 要課 題」 が増 大 し、 同和 問題 が 占め る位 置 は相対 的 に低 下

した。 学 習方 法 と して 「参 加型 」 に関心 が 集 まる 中、 「○ ○ 問題 学習 」 の捉 え方 も変 化 しつ つあ る。

4.考 察

前節 で 、「啓発 」が制 度化 されて い く過 程 と、啓発 で扱 われ る内容 の変 遷 を見 て きた。 各時期 につ いて十
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分 な調査 を行 えた わけ で はな く、結論 め い た こ とは何 ら述 べ られ な いが 、今後 さ らに検 討 すべ き課 題 を三

点 のみ提 示 してみ たい。

4-1「 制度化」がもた らしたもの

まず 、「制 度化 」が どの よ うな意 味 を もち、何 を もた ら したの か につい て考 えて み たい。 あ る被差 別 マ イ

ノ リテ ィの人 々に よる権 利要 求が 大 きな推進 力 となって行 政 施策 に結 びつ き、 ひい ては制度 化 された とい

う事 実一 しか も今 日の 「人権教 育 ・推 進法 」 は部 落問題 に限定 してい ない一 は、他 の被 差 別 の立場 に

お かれ て いる人 々 を勇気 づ け る可 能性 を もって い るはず だ。 しか し現 在 、そ の よ うな実 感 を もつ人 々 はほ

とん ど どこに も見 出せ ない よ うに思 われ る。

同対 審答 申 にい たる歴 史 を調べ る中で 筆者 が印 象 的だ っ たの は、「なぜ 同和 問題 の解 決 は国 の責務 で あ る

の か」 の論理 が形 成 され 、合 意を 得 て政 策 とな るた め に実 に多大 な努 力が 払 われ た とい う事 実 であ った。

筆 者 は、 これ だ けの努 力 の結集 は、国 内の 他の 被差 別 マ イ ノ リテ ィの 人々 には これ か ら も達 成 しえ ない

で あろ うと感 じ、部 落解 放運 動が 大 きな政治 的力 む ろん それ は両 刃 の刃 であ っ たが を もちえ た こ

とに驚嘆 した。 そ して同 時 に、政 策 要求 の論 理が 「人権」 理念 に即 して、 あ るい は 日本 社会 の 格差 や他 の

差別 問題 をふ まえて 十分 に普 遍化 され る ことが ない ま ま、H期 以 降 「制度 化」 に突 き進 んで しまった こ と

の意 味 を考 え こ まざる をえ なか った。 むろ ん、「同対審 答 申」以前 や1期 には まず何 よ り被差 別 部落 の生 活

実態 を変 えるた めの 政策 が強 く求 め られ たの であ る し、 そ こに は相 当 な正 当性 が あ った と認 め られ る。 し

か しそ の後 、「啓発 」 を含 め た同和 行政 は肥大 化 し、80年 代 に入 り 「人 権」概 念 が用 い られ る よ うにな って

も、同和 問題 を第 一 に扱 うべ きで あ る とす る言説 や認識 は支 配的 な ま ま、他 のマ イ ノ リテ ィ問題 に取 り組

む 人々 との有 機 的 な連 携 も進 まなか った 。制度 化 が定 着す る 中で 、啓発 は 「正 しい知識 」 の獲得 を期 待 さ

れ る場 とな り(市 民意 識調 査 の結 果が しば しば 「さらな る啓発 の必 要性 」 を主 張す るため に使用 され る よ

うに)、 硬 直 化 してい っ た よう に思 わ れ る。

制 度化 の過 程 で部 落解放 運動 と国 ・行 政の 間 に生成 した力 関係 は複雑 で あ り、本 稿 で論 じるこ とはで き

な い。 しか し少 な くとも、啓発 の 「制度 化」が達 成 され た こ とが 、「なぜ 公 的責 任 にお いて マ イノ リテ ィ問

題 の 解決 が はか られ るの か、 なぜ この問題 につい て学 ぶ のか」 とい う根 本 的問 い を忘 れ させ 、 同和 問題 が

特 権 的地 位 にあ る こ とを よ り 「自明 」とす る こ とにつ なが った ので は ないか。 そ の こ と も、(少 な くともH

期 の 途 中か らは さ まざ まなマ イノ リテ ィ問題 や人権 課題 が 浮上 しなが ら も)同 和問 題 を他 のマ イ ノ リテ ィ

問題 の実 情 に照 ら して普遍 化 させ る こ とが な され な い まま にな った こ と と関係 してい るので はない か。「制

度 化」 はそれ 自体 望 ま しい こ とで あ るはず だ が、行 政側 に も運 動側 に も、 そ して 「国民 」 に も思 考停 止 を

もた ら した面 があ っ た こ とは否 定 で きな いで あろ う。

1980年 代 か ら90年 代 にか け て(H期)の 公 的文書 や文 献 を読 ん でい る と、現行 の啓 発 の問 題点 が政 府 ・

行 政側 か らも運 動側 か ら も研 究 者 か ら も繰 り返 し指 摘 され る に もかか わ らず 、 い っ こう に事 態が 打 開 され

ない こ とが、非 常 に もどか し く感 じられ た。実 際 の とこ ろ、そ の 閉塞感 が強 くあ ったか らこそ 、m期 で 「人

権 教育 の ため の国連10年 」 を機 と した急 展 蘭が 起 こ り、か た ちの上 で は 「同和 問題 が人権 問 題 と して普遍

化」 され た上 で制度 化 が進 ん だ。 しか しその 「普遍 化」 が十 分 に 内実 を伴 った もの に なって い ない と思 わ

れ る のは 、そ れ まで に蓄積 さ九て きた問題 が十 分 に解明 され てい ない こ と と関係 してい るの で はな いか。

今 後 さ らに検 討 してみ たい 。

4-2「 実態的差別」再考

同対 審答 申で 示 され た二 つの 「差 別」 の うち、1期 の 途 中(1970年 代)か ら専 ら 「心理 的差 別」 のみ に

焦点 が あ て られて い くが 、 こ こで は 「実 態 的差 別」 とい う概 念 に再度 注 目 して みた い。今 日の社 会構 築主

義 的 な議 論 か らす れば 、「実態 的差 別」 とは部 落解放 運動 の側 の論理 に よって構 築 され た(半 ば イデ オ ロギ

ー を含 ん だ)概 念 とい え るのか も しれ ない
。 しか し、為 政者 の側 の不 作為 を含 む 「責 任」 が 明確化 され た

言葉 が あ った こ とに、筆 者 は む しろ新 鮮 な驚 きを覚 え た。 なぜ な ら今 日、あ ま りに も 「差 別」.が個 人 の意

識や 心 が けの問 題 と してのみ 捉 え られ る傾向 が あ るか らだ。 実態 的差 別 とい う語 は 、「答 申」よ り後 の公 的

文 書 や文 献 で は、専 ら 「そ ち らは ほぼ達 成 され た、 今度 は心 理 的差別 へ の取 り組 み(啓 発)だ 」 とい う文
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脈 で使 われ る よ うにな って い く。 筆者 には この こ とが皮 相 に思 わ れて な らな い。

「実 態 的差 別」 とい う概 念 は、 被差 別部 落 がお かれ た劣位 の状況 一....就学 ・就 労 に 関す る こ とを含め一

一 は個 々人 の努力 な どに帰 され る もので は ない と規定 す る点 で
、被 差 別部 落 の人 々 をエ ンパ ワーす る要 素

を含 ん でい たの で はな かっ たか。 そ して それ は本 来、 他 の貧 困や差 別 に苦 しんで いた 人 々に も適 用 され 共

有 され るべ き考 え方 で あ った はず だ。 しか し実態 的差 別 を深 く理 解 し、広 げ てい こ う とす る動 きは うまれ

な か った よ うだ。 同和 行 政が 進展 す る 中で(早 くも1期 の終 わ る頃 には)、 周辺 地 区住民 か ら生 じた反発 が

「ね たみ 差別 」 と呼 ば れ、 「啓 発」 に よって解 決す べ き課 題 とされた こ とは、現 在 か ら見 る と奇 妙 に思 われ'

る。 このあ た りの、 もろ もろの問 題 の原 因 を一般 地区 住民 の 「差 別意 識」 に帰 してい く言 説 と現 象 が、 そ

の後 の 「啓発 」 に も禍 根 を残 した よ うに思 えて な らない 。「問 題 は心理 的差 別 であ る」 「差 別意識 が 根強 い

か ら施策 が必 要」 と部 落 解放 同盟 が主 張 し、 政府 ・行 政 もそ れ を受 け入 れて い く流 れ の 中で、 一般 地 区住

民 は常 に 「差 別意 識 の持 ち主 」 と して表 象 され、 啓発 の場 におい て も 「差 別 す る側 」 に 固定 され てい く。

他方 で被 差 別部 落住民 を受動 的 な 「差 別 意識 を向 け られ る側 」 に固定 して しまった。 啓発 で 「学 ぶべ き内

容」 は常 に一般 地 区住民 に向 け られ 、被 差別 部落 住民 が 何 を学ぶ べ きか 、あ るい は 「と もに」 何 を学ぶ べ

きか とい う視 点 は ほ とん どなか っ たの であ る。

以 上 、実態 的差 別 とい う概 念が もっ てい た意義 が忘 れ られ 、「心 理 的差別 」へ の取 り組 み と して教 育 ・啓

発 が 進 め られ る ように な った こ とが 、啓 発 にお け る 「差 別す る側 、 され る側」 の 固定 や 、今 日の心 理主 義

的傾 向 に関連 す る ので はな いか とい う仮 説 を述べ てみ た。今 後 、「実 態的差 別 と心 理 的差別 」とい う概念 を

他 のマ イノ リテ ィ問題 に応用 した場 合 の有効 性 や限界 を含 め、別 の機 会 に検討 してみ た い。

4-3他 のマイノリティ問題の包摂

三点 目は、 同和 問題 以外 の マ イノ リテ ィ問題 が どの よ うに 「人権啓 発 」で 扱 うべ き内容 と して包摂 され

てい った のか に まつ わる疑 問 であ る。K期 の途 中 か ら徐 々 に啓発 の 中で 在 日外 国人 や アイ ヌ民族 、障 害者

問 題等 が と りあげ られ る よ うにな るが 、表層 的 な扱 い に と どま りが ちで あ った。 こ う した包 摂の 過程 をさ

らに調 べ る こ とか ら、 今後 なすべ きこ とが 見 えて くるので は ない か と思 わ れ る。

同和 問題 につい て は識者 や運 動体 の 問 に さま ざ まな見解 が あっ たにせ よ、公 的 に解 決 すべ き課 題 とす る

ため の論理 が 蓄積 され、「答 申」以 降 も部落 史研 究 な り市 民 意識 調査 な り、 さま ざまな資 源 を動 員 して、何

を教育 ・啓 発 で扱 うべ きか につい ての 検討 が な されて きた。 しか し他 のマ イ ノ リテ ィ問題 につ い ては圧倒

的 にその 蓄積 が不 足 して い る。そ れ ぞれ のマ イ ノ リテ ィ固有 の人権 獲得 運動 や 、「当事者 学」の成 果 か ら も、

人権教 育 ・啓発 の あ り方 に提起 で きる ことは多 い はず だ。 各 々の 問題 の個別 性 と普遍 性 を検 討 し、学 習 内

容 に生 か して い く作業 は、今 後 さ らに必 要 にな ってい くと思 われ る。 それ は同和 問 題 の学習 を軸 と して き

た 「啓 発」 の 歴史 を さらに相対 化 し、 普遍 的 な視座 か ら再 点検 す る契機 を含 んで いる であ ろ う。

5.お わ りに

本稿 では 、現行 の 人権啓 発 が学 習者 の エ ンパ ワ メ ン トや 偏 見解消 とい った点 で 「意味 あ る」 か たちで 行

われ てい ない とい う問 題意 識 に基 づい て、 現 象 を読 み 解 く鍵 を制度 化 の歴 史か ら得 よ うと して きた。 最 後

に、本 稿 の意 義 を大 き く二 点 と、 残 され た課題 を述べ てお こう。

まず 、 さま ざま な要 因か ら先行研 究 の少 ない 「啓発」 につ いて 、そ の制度 化 の歴 史 の ラ フスケ ッチ を行

い、 生成 か ら現在 までの流 れ を明 らか に した こ とであ る。 どの よ うな経 緯 で 「啓発 」 が実施 され る ように

な り、 どの ように変化 して きた のか を辿 る こ とは、 「啓発」 の 現在 を理 解す る上 で も有益 であ る。

二 点 目 に、被差 別 マ イ ノ リテ ィの運 動 が大 きな原動 力 となって 、政 策が つ くられ、 その 中 で 「啓発 」 が

制度 化 され てい っ た こ との積 極的 意義(お よび限 界)を 考 察 した ことで ある。 十分 な調 査 を行 っ た とは言

えず 、特 に運 動や 政治 の実 際 につ い て追求 しよ う とす れ ば本稿 が扱 い うる範 囲 を超 え て しま うが 、制 度 化

の過程 を追 うだ けで も、今 後 さら に追 求す べ き課題 が い くつ か浮 か び上 が っ た もの と考 え る。

残 された課 題 は数 多 い。 既 に 「考察 」で述べ た こと以外 で いえ ば、 まず 、「教 育 内容」 につ いて さらに詳

細 な調査 が必 要 であ ろ う。 もとよ り地 域差 が 大 きい ため特 定 の地方 自治体 に焦 点 を絞 った調 査 も検討 した
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い。 また、「啓 発」 と並 行 して 学校 で実践 され て きた同和(人 権)教 育 との 関係 、あ るい は他 のマ イノ リテ

ィ運動 等 との 関係 を組 み 入れ て論 じるこ と も課 題 であ る。 こ う した作 業 を通 して、 よ り立 体 的 に 「啓発 」

の歴 史 と現 在 を描 きだ し、今後 へ の示唆 を得 たい と考 え る。

【注】.

(1)法 務省の 「人権 白書」からは人権 を 「思 いや り、や さしさ」といった 「心がけ」の問題 とす る傾向が窺 える(法

務省 ・文部科 学省編2002、2003、2004、2005、2006、2007)が 、これは多 くの自治体 で実 際に行 われ ている

「啓発」 の実状 と合致 してい る。

(2)た とえば実際 に筆者は2005年 か ら、公的施設 におい て 「人権啓発事業」の仕事に携 わっているが、内容 は明 ら

かに 「社 会教育 において行 われ る教育活動」であ り、法律上 は 「人権教育」にあたる。

(3)「 同和問題」は「部落問題」の行政用語であ り、基本的に同義である。本稿で は厳密 な使 い分け を行 ってい ない。

「被差別部落」 と、その同和用語である 「同和地区」(すべ ての被差別部落 をカバーするものではない)に つい

ては、「同和地区」 と呼ぶべ き場合のみそのように記述 した。

(4)部 落問題 の解決 をめ ざす同和関係団体は複数存在 し、その歴史的経過や相互関係 は複雑であるが、本稿では立

ち入 らない。歴史的に 「部落解放運動」 と呼べ る動 きはその ように表記 し、複数ある組織の中で も、部落解放

同盟のみの動 きに関 しては 「部落解放 同盟」 と表記す る。1970年 代以降、「啓発」の制度化 を進める動 きを積極

的に担ったのは部落解放同盟であ るが、同和行政の継続 に反対 した別の同和関係 団体 は 「啓発」 の制度化に も

反対 して きた(長 谷 川1994、 杉之原1999)。 こちらの流れや、 また別の流 れを十分検討す ることがで きなかっ

たのは本稿の限界である。
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An.AnalysisoftheMannerin～whichtheHu㎡anRightsEducation

.、...fbrAd,ultSwasdeveloped

MATSUNAMIMegumi

Thisarticl6discussesthemallnerinwhichthe"humanrightsenlightenment"(humanrights

educationfbradults)wasimplementedandinstitutionalize(iin.Japan.Aprocessoftheinstitu-

tionalizationofentitlementwasconductedinthreeperiodsasfbllows.

(1)In1965,"DQwaTaisakushingikaiToushin,"thecommitteereportf6ranti・diScrimihation

measuresf6rmulatedbytheJapanesegover耳ment,wasimやlementedinresponseto.the

Burakupeople'smovementdemandingtheirrightsanddignity.Therepdrt(Toushin)explained

thatthe.Burakupeoplewerediscriminatedontwogrouhds一`ldiscrhhinationoftheactualsitu-

ation".and"psychologicaldiscrimination"一andspecifiedtheimportanceofeducationinorder

t・eliminat・di・c・imi・ ・ti・n・Aft・rT… 厨 ・w・ ・停6・d・Ft・ 母・・nti蜘 ・・t・・ti・lty(lecture.・nDgw・

issue)wasincreasihglyemphasized.

(H)In1984,"Chitaikyo.IkehGushin"(qnothercommitteereportfbranti-discrimipatiollmeas-

ures)statedclearlythatthe6htitlementactivityshouldbestrengthenedinordertoeliniinate
"
psychologicaldiscrimination."Theenlightenmentactivitywasconductedregularlyafterwards,

thoughitseffecthadb6enquestioned。

(m)After1995,whentheUNDecadef6rHumanRightsEducationcommenced,theJapanese

governmentproposedthelastreportfbranti-discriminati6nmeasureS(Iken-Gushin),inwhich

thedirectionalitythatperfbrmsthegeneralizationoftheDowai6sueasthehumanhghtsissue

wasemphasized.Inaddition,Iken-Gus垣nstateごthattheisSueoftheマariousminoritygroups

otherthantheDo寅aissue.shouldbelearnedinth6entitlementactivity.In2000,the"human

rightseducationandentitlemehtprom6tionlaw"wasenf6rced.Inthisperiod,thenumberof

mino士ityissuesthatcanbedealtbythehulnan孟ghtseducationandentitlementincreasedand

theparticipatorylearning .andworkshopg翫inedpopularity.

Lastly,theeffectofthe ..ihstitutionalizationoftheentitlementactivitywasdiscussedandthe

meaningof"discriminationoftheactualsituation"wasproposedto .bereconsidered.
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